
花巻市立宮野目小学校いじめ防止基本方針（概要版） 
 

１ 学校，家庭，地域の取組と協力体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

２ いじめ情報をキャッチした場合の対応 

(１)  いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは、速やかに組織的な対応をする。 

(２） いじめられている児童及びいじめを知らせてきた児童の身の安全を最優先に考えるとともに、 

  いじめている側の児童には、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。 

(３)  いじめの問題の解決にあたっては、謝罪や責任を問うことに主眼を置くことなく、社会性の 

    向上等、児童の人格の成長に主眼を置いた指導を行う。 

(４)  全教職員理解のもと、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応に当たる。 

 

３ いじめ相談窓口 

○宮野目小学校・・・・・・・・・・・・・０１９８－２６－３１１９ 
○岩手県いじめ相談電話・・・・・・・・・０１９－６２３－７８３０ 
○全国共通２４時間いじめ相談ダイヤル・・０５７０－０７８３１０ 

目指す学校の姿 

 いじめのない、どの児童も人と関わる良さ楽しさを感じ、 

互いに成長することができる学校 

家庭 

・生活習慣の確立 

・家庭でのルール作り 

・PTA・地域行事への参加 

地域 

・通学路の見守り等 

・お祭りなどの地域行事 

・子供会活動など 

◎三者の協力で 

あたたかい 
〇人との関わり方  

〇社会との関わり方 

 を身に着けさせる 

○早期発見の取組 

～子供の変化に機敏に対応～ 

・日常観察等による児童把握 

・家庭、地域などからの情報収集 

・アンケート等の実施と分析 

・教育相談（カウンセリング） 

・教員研修の推進 

○未然防止の取組 

～いじめを生まない土壌づくり～ 

・人権教育の充実 

・道徳教育の推進 

・様々な体験活動の実施 

・異学年交流活動，児童会活動の推進 

・情報モラル教育の充実 

学校 

家庭 地域 

「学校いじめ対策委員会」 


